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就学援助の申請について

大寒の候、平素は本校教育活動にご協力いただきありがとうございます。
さて、大阪市教育委員会から『令和２年度(2020年度)就学援助制度のお知らせ』が届きましたので配布いたします。就学援助制度とは、子どもたちの学習が経済的な理由により妨げられることがないように設けられた制度で、子どもたちの学校教育にかかる費用について保護者の負担を軽減するためのものです。本制度の趣旨をご理解いただき、援助を希望される方は、下記のとおり申請の手続きをお願いいたします。
記

１．配布書類　　　　　　　・令和２年度(2020年度)就学援助制度のお知らせ
・令和２年度(2020年度)就学援助申請書兼世帯状況票
・就学援助費口座振替申出書（保護者用）

２．提出書類　　　　　　　・令和２年度(2020年度)就学援助申請書兼世帯状況票
・就学援助費口座振替申出書（保護者用）（☆　裏面参照　）
・証明書（＊　裏面参照　）

３．申請期間	（早期２申請） ・令和２年３月２日(月)から３月１３日(金)まで
（一般申請１） ・令和２年３月２日(月)から５月１５日(金)まで
（一般申請２） ・令和２年３月２日(月)から６月３０日(火)まで
≪一般申請と早期申請の違い≫
締切日と第１回目の支給日が違うだけで、認定基準・支給額には違いはありません。
添付書類の都合で早期申請ができなかったり、早期申請をしていても証明書類の確認等により、一般申請の日程で認定される場合もあります。早期申請締め切りまでに添付書類がそろった状態で申請されたものは早期申請として扱いますので、ご都合のよい方で提出してください。
（＊税情報の利用をされる場合は一般申請１になります）
※ただし、申請期間が過ぎても年度途中で新たな事情が発生した場合はご相談ください。

☆振替口座につきましては、学校徴収金の納入口座と同じ口座にてお申出いただきますようご協力をお願いしております。学校徴収金の納入口座と同じ口座で、申請書の最下段のチェックをされた場合、口座振替申出書は必要ありません。
ただし、口座名義は申請される保護者様本人の名義に限りますのでご了承ください。

＊証明書は、申請理由⑩で教育扶助を受給されている方以外すべて必要です。
ただし、申請理由が①もしくは⑫で令和２年１月１日現在の住民票上の住所が大阪市であり、かつ令和元年の所得を申告されている（年末調整・確定申告等）方は、５月１５日までに税情報の利用に同意した申請をすることによって、証明書の添付が不要になります。


４．提出場所・方法　　　　・住吉第一中学校に持参、または郵送

【郵送先】〒559-0007　大阪市住之江区粉浜西１－５－１１　
大阪市立住吉第一中学校　　事務室　

【問い合せ先】　住吉第一中学校　事務　大舌 (おおした)（℡６６７８－０１０１）　もしくは
学校経営管理センター　就学援助グループ（℡６１１５－７６５３）


· [bookmark: _GoBack]詳しくは『令和２年度(2020年度)就学援助制度のお知らせ』・『令和２年度(2020年度)就学援助申請書兼世帯状況票』等をよくお読みください。また、裏面についてもよくお読みください。




